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令和 7 年男鹿市公告第２２号 

公募型プロポーザル方式による業務委託の実施について（公告） 

公募型プロポーザル方式による業務委託を実施するので、次のとおり公告します。 

 

令和７年６月６日 

 

男鹿市長 菅原 広二     

 

１ 目的 

  本市では、超高齢化に伴う地域力の低下や医療費及び介護費の高値に対し、市民が健康づ

くりに取り組み心身ともに健康になる環境（システム）を創出し、地域活動を活性化させる

「健幸チャレンジ OGA」を展開する。 

本業務では、青壮年期から高齢期まで及び健康無関心層を含め、幅広い市民を対象に市独

自の健康アプリを導入し、健康意識の向上及び健康的な生活習慣の開始と継続を促し、健康

寿命の延伸を図ることを目的とする。また、健康ポイント（地域ポイント及びボランティア

ポイント）機能を取り入れ、地域活動への参加促進を図ることを目的とする。 

 

２ 公募型プロポーザル方式 

今回実施する公募型プロポーザル方式は、令和７年度男鹿市健康アプリ導入及び運用等業

務委託について、参加希望者に提案書の提出を求め、その提案を別に定める評価基準によっ

て最も適した提案者を選定するものである。 

なお、本事業は、新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型）を活用した事

業であることから、健康アプリは以下の事項を満たすサービスとする。 

①デジタル地方創生モデル仕様書に準拠したサービスであること 

②デジタル庁のデジタル地方創生サービスカタログ(2024 年冬版)に掲載され、★が付い

ている（仕様要件を満たしている）サービスであること 

 

３ 委託概要 

（１） 委 託 名 令和７年度男鹿市健康アプリ導入及び運用等業務委託 

（２） 委 託 期 間  契約締結日から令和８年３月３１日まで 

（３） 委 託 内 容  令和７年度男鹿市健康アプリ開発及び運用等業務委託仕様書のとおり 

（４） 見積限度額 総額 6,500,000 円（税込） 

          ※見積額にはインセンティブ費用として 1,000,000 円を含む。 

          ※インセンティブ費用には、手数料を含めない。 
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４ 参加資格要件 

このプロポーザルに公募型プロポーザル方式として参加できる事業者は、次に掲げる参加

資格要件を全て満たす者とする。 

ただし、「参加表明書兼誓約書」を提出した後に該当要件を満たさなくなった場合、また

は次にいずれかに該当しないことが判明した場合は、本プロポーザルの参加を取り消すもの

とする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

（２） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申し立て、及

び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申し立てがされた

者でないこと。 

（３） 本市、国及び他の地方自治体から指名停止措置を受けていないこと。 

（４） 国税及び地方税を滞納していないこと。 

（５） 市との連絡・調整、緊急時の対応が速やかに行えるようにしていること。 

（６） 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行うものでないこと。 

（７） 国又は地方公共団体の発注による本業務の内容と同種の業務又は類似の業務を過去３

年以内において、元請として受注した実績を有する者であること。 

ただし、元請けとして受注した実績がない場合であっても、参加資格要件を全て満た

す者（健康管理アプリ開発者等）と密接に連携し、実績がある者と同様のシステム及び

サービスを提供できる者も参加できることとする。 

（８） 仕様書で定める委託業務について充分な遂行能力を有し、適正執行できる体制を有す

ること及び本市の指示に柔軟対応できること。 

（９） ＪＩＳ Ｑ ２７００１（ＩＳＯ２７００１，ＩＳＭＳ：情報セキュリティマネジメン

トシステム）又は ＪＩＳ Ｑ １５００１（プライバシーマーク：個人情報保護マネジ

メントシステム）の認証を取得していること。 

 

５ 参加表明書兼誓約書の提出 

当該プロポーザルに参加を希望する者は、次のとおり書類を提出してください。 

（１） 提出書類 公募型プロポーザル参加表明書兼誓約書（様式１） 

（２） 提出期限 令和７年６月２４日（火曜日）午後５時まで 

（３） 提出方法 電子メール：hoken@city.oga.akita.jp 

※受信を必ず確認すること。 

（４） 提 出 先  男鹿市市民福祉部子育て健康課 

〒０１０－０５９５ 男鹿市船川港船川字泉台６６－１ 

電話：０１８５－２４－３４００ ＦＡＸ：０１８５－２４－３３３３ 
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（５） そ の 他  参加資格要件を確認するため、次の書類を提出してください。 

・誓約書（様式２）（必要な場合のみ） 

・業務実績確認書（様式３） 

・会社概要（様式４） 

・情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）認証登録証の写

し、又はプライバシーマーク登録書の写し 

 

６ 質問書の受付及び回答 

当該プロポーザルに参加を希望する者は、次のとおり質問することができる。 

（１） 提出書類 公募型プロポーザル参加表明書兼誓約書（様式１） 

公募型プロポーザルに関する質問書（様式 5） 

（２） 提出期限 令和７年６月１２日（木曜日）午後５時まで 

（３） 提出方法 電子メール：hoken@city.oga.akita.jp 

※受信を必ず確認すること。 

（４） 提 出 先 ５に同じ 

（５） そ の 他 提出された質問に対しては、令和７年 6 月１８日（水曜日）までに、参

加表明書を提出した者全員に質問者名を伏せた形式で回答します。質問

に対する回答は、実施要領や業務仕様書の追加又は修正とみなす。 

 

７ 企画提案書の提出について 

5 により参加表明書兼誓約書を提出した者は、次のとおり書類を提出してください。 

（１） 提出期限 令和７年７月３日（木曜日）午後５時まで 

（２） 提出方法 電子メール：hoken@city.oga.akita.jp 

※受信を必ず確認すること。 

（３） 提 出 先  ５に同じ 

（４） そ の 他  詳細は公募型プロポーザル実施要領のとおりです。また、04_別紙１_機

能要件等一覧（健康ポイント_モデル仕様書）及び 05_別紙 2 非機能要件

一覧（健康管理アプリ）の解答欄に対応可否等を記入し提出してください。 

 

８ 企画提案書作成上の基本的事項 

実施要領、仕様書等を熟読の上、その内容を踏まえた提案書を作成すること。 

本プロポーザルは「令和７年度男鹿市健康アプリ導入及び運用等業務委託」における取組

方法等について提案を求めるものであり、具体的な作業は、契約後に提案書に記載された内

容を反映しつつ市と協議しながら行うものとする。 
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９ 企画提案書等の審査 

下記のとおり、提案書等に基づくプレゼンテーション及びヒアリングによる審査を行う。

審査を行う順番は、参加表明書の受付順とする。審査委員（出席委員）は、参加事業者ごと

に評価項目（別紙「業者選定基準」）により審査する。 

（１） 日 時 令和 7 年７月１０日（木曜日）午後 

        ※詳細な時間等は、7 月 4 日以降にお知らせします。 

（２） 場 所 男鹿市役所 

        住所：秋田県男鹿市船川港船川字泉台 66 番地１ 

（３） 時 間 プレゼンテーションの時間は最長 15 分以内（時間厳守）、質疑応答 10 分

程度とする。 

（４） 出席者 提案業者 2 人以内とする。なお、プレゼンテーション出席者の報告は提案

書提出日と同日とし、所属（役職）及び氏名を電子メールにより報告(任

意様式)すること。また、出席担当者の連絡先（当日連絡可能な方）につ

いても併せて報告すること。2 名までとする。 

（５） 準備物 パソコンを使用する場合は、各自準備すること。（プロジェクターとスク

リーンは市が準備する。） 

 

10 選考結果通知 

 選考結果は、参加者全員に通知します。 

 

11 委託予定者の決定 

  市は審査会の審査結果を踏まえて、合計評価点が最も高い参加事業者を、委託予定者とし

て本業務に係る随意契約の対手方とし、契約交渉を行う。なお、委託予定者と契約を締結し

ない場合は、評価点の高い参加事業者から順に契約交渉を行い、合意に達した参加事業者と

契約を締結する。 

 

12 参加に関する留意事項 

（１） 参加に関して必要な経費は、参加事業者の負担とする。 

（２） 本市が必要とする場合は、追加書類の提出を求めることや記載内容に関する聞き取

り調査を行うことがある。 

（３） 参加事業者から提出される書類の著作権は、原則として書類作者に帰属するものと

するが本市が必要とするときは、書類の内容を無償で使用できるものとする。 

（４） 提案書に記載された内容については、原則として、提出後の内容変更を認めないも

のとする。 

（５) 提出された提案書等は、このプロポーザル以外の目的には使用しないものとする。 
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13 その他 

 （１） 市が提出する資材及び質問への回答書は、本実施要領等と一体のものとして、同等

の効力を有するものとする。 

 （２） 本実施要領に定めるものの他、参加に当たって必要な事項が生じた場合には、参加

事業者に通知する。 

 （３） 選考結果についての不服及び異議申し立ては認めないものとする。 


